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保険料第２段階からの激変緩和措置対象者に 

係る留意点等について 
 
 
 

計７枚（本送信票除く）



保険料第２段階からの激変緩和措置対象者に係る留意点等について 

 

 

１ 税制改正に伴う激変緩和措置対象者の保険料の基準額に対する割合につい

ては、平成１７年９月２６日全国介護保険・老人保健事業担当課長会議資料

（１２４頁）においてお示ししていたところですが、激変緩和の考え方につ

いて、「税制改正に係る保険料及び利用料の激変緩和措置の改訂案について」

（平成１８年１月１７日付介護制度改革 INFORMATION vol.５０）において改

訂がなされており、これを踏まえた割合については次のようになりますので、

保険料第２段階からの激変緩和措置対象者に対する保険料額の決定に当たり

ましてはご留意願います。 

 

○ 被保険者の保険料の基準額に対する割合 

 

 
平成１８年度 平成１９年度 平成１８年度 平成１９年度 

 第４段階被保

 

 

 

 

 

険者のうち、税制改正
に伴う第２段階からの激変緩和措置

料の基準額に対する
割合

0.83 0.91 0.66 0.83

険者のうち、税制改正
に伴う第２段階からの激変緩和措置

料の基準額に対する
割合

0.91 1.08 0.75 1.0

改　定　前
（平成１７年9月26日課長会議）

改　訂　後
区　　　　分

対象者の保険

第５段階被保

対象者の保険

 

 

２ なお、上記の割合の変更が保険料基準額に与える影響はわずか（数円程度

／月額）と見込んでおり、保険料集計の関係等からも本年２月１０日に予定

されている保険料推計ワークシートの提出については、平成１７年１２月１

２日付事務連絡「第３期計画期間における第１号被保険者の保険料の推計の

ワークシート（改訂版）等の配布及び調査について」において配布をしまし

た保険料推計ワークシートにより提出していただくことを予定しています。 

 （上記の割合の変更を踏まえた「第３期事業運営期間における第１号被保険

者の保険料の推計のワークシートの考え方」（平成１７年９月２６日全国介護

保険・老人保健事業担当課長会議資料１２１頁以下）の変更点は別紙のとお

り。） 

 

 



 

保険者等から改訂後の数値により保険料を推計したいとの意見があったこ

とを踏まえ、参考として改訂後の保険料推計ワークシートを近日中に配布す

ることを予定しています。 

 

 

※ 本インフォメーションは、平成１８年１月２７日に各都道府県介護保険担当課・高齢者

保健福祉担当課あて送付したメール「保険料推計ワークシートの考え方の訂正について」の趣

旨を明確にするとともに、本メールに対する意見を踏まえ、その内容を改めて記したも

のであり、このメールの内容についてはこちらのインフォメーションの内容に差し替え

られたものとして取扱い願います。 

＜照会先＞ 

老健局介護保険課企画法令係 大川、井越 

TEL 03（5253）1111 内線 2260 

Fax 03（3503）2167 



○ 被保険者の保険料の基準額に対する割合

平成１８年度 平成１９年度

0.5 0.5

第4段階被保険者のうち、税制改正に伴う第1段階からの激
変緩和措置対象者の保険料の基準額に対する割合

第5段階被保険者のうち、税制改正に伴う第3段階からの激
変緩和措置対象者の保険料の基準額に対する割合

第5段階被保険者のうち、税制改正に伴う第2段階からの激
変緩和措置対象者の保険料の基準額に対する割合

第5段階被保険者の保険料の基準額に対する割合

第5段階被保険者のうち、税制改正に伴う第4段階からの激
変緩和措置対象者の保険料の基準額に対する割合

第5段階被保険者のうち、税制改正に伴う第1段階からの激
変緩和措置対象者の保険料の基準額に対する割合

第4段階被保険者のうち、税制改正に伴う第2段階からの激
変緩和措置対象者の保険料の基準額に対する割合

第4段階被保険者の保険料の基準額に対する割合

第4段階被保険者のうち、税制改正に伴う第3段階からの激
変緩和措置対象者の保険料の基準額に対する割合

区　　　　　　分

第１段階被保険者の保険料の基準額に対する割合

第3段階被保険者の保険料の基準額に対する割合

第2段階被保険者の保険料の基準額に対する割合

第6段階被保険者の保険料の基準額に対する割合

平成２０年度

0.5 0.5 0.5

0.5

0.75 0.75 0.75

0.66 0.83 －

0.66 0.83 －

0.83 0.91 －

1.0 1.0 1.0

1.5 1.5 1.5

0.91 1.08 －

1.08 1.16 －

1.25 1.25 1.25

0.75 1.0 －

0.75 1.0 －

別　紙



７．所得段階別加入割合補正係数（Ｇ）

＝ 1 － { 0.5 × （ － ）

+ 0.5 × （ － ）

+ 0.25 × （ － ）

+ 0.34 × （ － ）

+ 0.34 × （ － ）

+ 0.17 × （ － ）

+ 0.25 × （ － ）

+ 0.25 × （ － ）

+ 0.09 × （ － ）

－ 0.08 × （ － ）

－ 0.25 × （ － ）

－ 0.5 × （ － ） }

 当該市町村の第１段階被保険者の割合

 当該市町村の第２段階被保険者の割合

全国平均の第１段階被保険者の割合

全国平均の第２段階被保険者の割合

第4段階被保険者のうち税制改正に伴う第2段階から
の激変緩和措置対象者の全国平均の割合

 当該市町村の第３段階被保険者の割合

第4段階被保険者のうち税制改正に伴う第2段階か
らの激変緩和措置対象者の当該市町村の割合

第4段階被保険者のうち税制改正に伴う第3段階か
らの激変緩和措置対象者の当該市町村の割合

第4段階被保険者のうち税制改正に伴う第3段階から
の激変緩和措置対象者の全国平均の割合

第5段階被保険者のうち税制改正に伴う第4段階か
らの激変緩和措置対象者の当該市町村の割合

第5段階被保険者のうち税制改正に伴う第4段階から
の激変緩和措置対象者の全国平均の割合

第5段階被保険者のうち、税制改正に伴う激変緩
和措置対象者を除く当該市町村の割合

第5段階被保険者のうち、税制改正に伴う激変緩和
措置対象者を除く全国平均の割合

平成18年度所得段階別加入割合補正係数（Ｇ１）

全国平均の第３段階被保険者の割合

第5段階被保険者のうち税制改正に伴う第3段階か
らの激変緩和措置対象者の当該市町村の割合

第5段階被保険者のうち税制改正に伴う第3段階から
の激変緩和措置対象者の全国平均の割合

第4段階被保険者のうち税制改正に伴う第1段階か
らの激変緩和措置対象者の当該市町村の割合

第4段階被保険者のうち税制改正に伴う第1段階から
の激変緩和措置対象者の全国平均の割合

第5段階被保険者のうち税制改正に伴う第1段階か
らの激変緩和措置対象者の当該市町村の割合

第5段階被保険者のうち税制改正に伴う第1段階から
の激変緩和措置対象者の全国平均の割合

第5段階被保険者のうち税制改正に伴う第2段階か
らの激変緩和措置対象者の当該市町村の割合

第5段階被保険者のうち税制改正に伴う第2段階から
の激変緩和措置対象者の全国平均の割合

全国平均の第６段階被保険者の割合 当該市町村の第６段階被保険者の割合



＝ 1 － { 0.5 × （ － ）

＋ 0.5 × （ － ）

＋ 0.25 × （ － ）

＋ 0.17 × （ － ）

＋ 0.17 × （ － ）

＋ 0.09 × （ － ）

＋ 0 × （ － ）

＋ 0 × （ － ）

－ 0.08 × （ － ）

－ 0.16 × （ － ）

－ 0.25 × （ － ）

－ 0.5 × （ － ） }

＝ 1 － { 0.5 × （ － ）

＋ 0.5 × （ － ）

＋ 0.25 × （ － ）

－ 0.25 × （ － ）

－ 0.5 × （ － ） }

 当該市町村の第１段階被保険者の割合

 当該市町村の第６段階被保険者の割合

 当該市町村の第３段階被保険者の割合

 当該市町村の第２段階被保険者の割合

 当該市町村の第６段階被保険者の割合

 当該市町村の第３段階被保険者の割合

平成19年度所得段階別加入割合補正係数（Ｇ２）

全国平均の第１段階被保険者の割合

全国平均の第２段階被保険者の割合

 当該市町村の第１段階被保険者の割合

 当該市町村の第２段階被保険者の割合

全国平均の第３段階被保険者の割合

第4段階被保険者のうち税制改正に伴う第1段階か
らの激変緩和措置対象者の当該市町村の割合

第4段階被保険者のうち税制改正に伴う第1段階から
の激変緩和措置対象者の全国平均の割合

第4段階被保険者のうち税制改正に伴う第2段階か
らの激変緩和措置対象者の当該市町村の割合

第4段階被保険者のうち税制改正に伴う第2段階から
の激変緩和措置対象者の全国平均の割合

第4段階被保険者のうち税制改正に伴う第3段階か
らの激変緩和措置対象者の当該市町村の割合

第4段階被保険者のうち税制改正に伴う第3段階から
の激変緩和措置対象者の全国平均の割合

第5段階被保険者のうち税制改正に伴う第1段階か
らの激変緩和措置対象者の当該市町村の割合

第5段階被保険者のうち税制改正に伴う第1段階から
の激変緩和措置対象者の全国平均の割合

第5段階被保険者のうち税制改正に伴う第2段階か
らの激変緩和措置対象者の当該市町村の割合

第5段階被保険者のうち税制改正に伴う第2段階から
の激変緩和措置対象者の全国平均の割合

第5段階被保険者のうち税制改正に伴う第3段階か
らの激変緩和措置対象者の当該市町村の割合

第5段階被保険者のうち税制改正に伴う第3段階から
の激変緩和措置対象者の全国平均の割合

第5段階被保険者のうち税制改正に伴う第4段階か
らの激変緩和措置対象者の当該市町村の割合

第5段階被保険者のうち税制改正に伴う第4段階から
の激変緩和措置対象者の全国平均の割合

 当該市町村の第５段階被保険者の割合 全国平均の第５段階被保険者の割合

第5段階被保険者のうち、税制改正に伴う激変緩
和措置対象者を除く当該市町村の割合

第5段階被保険者のうち、税制改正に伴う激変緩和
措置対象者を除く全国平均の割合

全国平均の第６段階被保険者の割合

平成20年度所得段階別加入割合補正係数（Ｇ３）

全国平均の第１段階被保険者の割合

全国平均の第３段階被保険者の割合

全国平均の第６段階被保険者の割合

全国平均の第２段階被保険者の割合



介護保険特別会計における平成１８年３月以前分の給付費の取扱いについて

○ 介護保険特別会計において平成１８年３月以前分の給付費を平成１８年４

月以降どのように計上するかについては、平成１７年１１月２２日付けの介

護制度改革インフォメーション ３８の問７（支援サービス等諸費の取VOL.
扱い）にて、基本的な考え方をお示しし、具体的な新旧対応関係については

追ってお示しすることとしていたところですが、これについては次のように

整理します。

○ 基本的な考え方としては、平成１８年３月以前分の給付費については、対

応する改正後の会計区分に計上することとする （現行の会計区分を併記す。

ることはしない ）。

具体的な新旧対応関係については、別紙のとおりであり、国民健康保険団

体連合会から各保険者に保険給付費の請求がなされる際の取扱いについても

この対応関係に沿ってなされれることとなる。

○ 特に 「目」の「１ 居宅介護サービス給付費」及び「２ 特例居宅介護、

サービス給付費」における認知症対応型共同生活介護については、平成１８

年４月以降は「３ 地域密着型介護サービス給付費」及び「４ 特例地域密

着型介護サービス給付費」に対応することとなるのでご留意願いたい。

厚生労働省老健局介護保険課

企画法令係 加藤 謙作

℡ 03-5253-1111（内線）2260

Fax 03-3503-2167



別紙

現行の区分 平成１８年度以降の区分

保険事業勘定　歳出 保険事業勘定　歳出
款 項 目 款 項 目

（略） （略） （略） （略） （略） （略）
2 保険給 2 保険給
付費 1 介護サー 付費 1 介護サー

ビス等諸 1 居宅介護サ ビス等諸 1 居宅介護サ
費 ービス給付 費 ービス給付

費 費
2 特例居宅介 2 特例居宅介
護サービス 護サービス
給付費 給付費

3 地域密着型
介護サービ
ス給付費

4 特例地域密
着型介護サ
ービス給付
費

3 施設介護サ 5 施設介護サ
ービス給付 ービス給付
費 費

4 特例施設介 6 特例施設介
護サービス 護サービス
給付費 給付費

5 居宅介護福 7 居宅介護福
祉用具購入 祉用具購入
費 費

6 居宅介護住 8 居宅介護住
宅改修費 宅改修費

7 居宅介護サ 9 居宅介護サ
ービス計画 ービス計画
給付費 給付費

8 特例居宅介 10 特例居宅介
護サービス 護サービス
計画給付費 計画給付費

2 支援サー 2 介護予防
ビス等諸 1 居宅支援サ サービス 1 介護予防サ
費 ービス給付 等諸費 ービス給付

費 費
2 特例居宅支 2 特例介護予
援サービス 防サービス
給付費 給付費

3 地域密着型
介護予防サ
ービス給付
費

4 特例地域密
着型介護予
防サービス
給付費

3 居宅支援福 5 介護予防福
祉用具購入 祉用具購入
費 費

4 居宅支援住 6 介護予防住
宅改修費 宅改修費

5 居宅支援サ 7 介護予防サ
ービス計画 ービス計画
給付費 給付費

6 特例居宅支 8 特例介護予
援サービス 防サービス
計画給付費 計画給付費

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

認知症対応型
共同生活介護
を除く

認知症対応型
共同生活介護
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